
平
成
二
十
七
年
総
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号

厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
の
九
第
一
項
の
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
及
び
そ
の
公
表
方
法
を
定
め
る

省
令

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
七
十
九
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
年

金
保
険
法
第
七
十
九
条
の
九
第
一
項
の
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
及
び
そ
の
公
表
方
法
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

１
　
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
九
条
の
九
第
一
項
の
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
お
け
る
積
立
金
（
法
第
七
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
積
立
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
資
産

の
額
及
び
そ
の
構
成
割
合
（
管
理
運
用
主
体
（
法
第
七
十
九
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
運
用
主

体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
積
立
金
（
法
第
七
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
積
立
金
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
ご
と
の
資
産
の
額
及
び
そ
の
構
成
割
合
を
含
む
。
）

二
　
当
該
年
度
に
お
け
る
積
立
金
の
運
用
収
入
の
額
（
管
理
運
用
主
体
の
管
理
積
立
金
ご
と
の
運
用
収
入
の
額
を

含
む
。
）

三
　
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
評
価
（
管
理
運
用
主
体
の
管
理
積
立
金
ご

と
の
管
理
及
び
運
用
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
評
価
を
含
む
。
）

イ
　
当
該
運
用
の
状
況
が
年
金
財
政
に
与
え
る
影
響

ロ
　
法
第
七
十
九
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
運
用
の
状
況

ハ
　
積
立
金
基
本
指
針
（
法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
基
本
指
針
を
い
う
。
）
に
定
め
る

事
項
の
遵
守
の
状
況
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

四
　
そ
の
他
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
重
要
事
項

２
　
主
務
大
臣
は
前
項
の
報
告
書
の
作
成
後
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適

切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
十
七
年
度
に
係
る
法
第
七
十
九
条
の
九
第
一
項
の
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
積
立
金
の
運
用
収
入
の
額
に
関
し
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連

合
会
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
管
理
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
管
理
積
立
金
の
運
用
収
入
の
額
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。
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